
流域治水に関する取組み

令和８年５月２５日

重信川流域治水協議会
重信川大規模氾濫に関する減災対策協議会

資料 ４



１．流域治水に関する取組について

２．流域治水対策等の主な支援事業集（令和７年４月更新）

３．国土強靭化実施中期計画を踏まえた河川・ダム事業の

「見える化」について

確認及び周知項目
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○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したこと等を踏まえ、重信川水系においても以下の取り組みを一層推進していくものとし、
更に大臣管理区間においては、戦後最大の平成13年6月洪水に対し、2℃上昇時の降雨量の増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪水を安全に流下させるとともに、多自然
川づくりを推進します。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信などの取り組みを実施し「逃げ遅
れゼロ」を目指します。

※流域治水プロジェクト2.0で新たに追加した対策については、今後、 河川整備計画変更の過程でより具体的な内容を検討する。

Ｎ

重信川

石手川
小
野
川

拝
志
川

井
内
川表川

※本対策箇所は主要箇所のみ記載しています。

重
信
川

：市町村界
：流域界
：直轄区間
：浸水範囲
（計画規模）

：河川対策
：直轄砂防区域

凡例

松山市
雨水貯留施設等・排水施設の整備【下水】、排水機場の耐水化等【下水】、
民間事業者や住民による流出抑制対策への支援【下水】

堤防漏水対策

堤防漏水対策

堤防漏水対策

土砂災害対策

土砂災害対策

森林整備、治山対策等
【森林】

石手川ダム

AI等を活用したダム運用の高度化

横谷調整池
事前放流

銚子ダム
事前放流

佐古ダム

愛媛県

河道掘削、護岸整備、砂防施設の整備、森林整備・治山対策等【森林】

森林整備センター

森林整備【森林】

不動産関係業界と連携した水害リスクに関する情報の解説

・簡易型河川監視カメラ・危機管理型水位計の設置
・想定最大規模等に対応したタイムラインの作成、訓練等
・近隣市町との広域避難に関する調整及び避難経路の検討
・水害リスク空白域の解消
・要配慮利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保 等

大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動
立地適正化計画の推進【都市】

・想定最大規模等に対応したタイムラインの作成、訓練等
・近隣市町との広域避難に関する調整及び避難経路の検討
・地域住民に切迫感が伝わる情報提供方法の検討
・水災害教育の実施
・水防団との共同点検等の実施
・要配慮利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
・排水活動の強化
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組
・松山逃げ遅れゼロプロジェクトの推進 等

堤防漏水対策

局所洗掘対策

松前町
雨水貯留施設等・排水施設の整備

大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動

・想定最大規模等に対応したタイムラインの作成、訓練等
・近隣市町との広域避難に関する調整及び避難経路の検討
・地域住民に切迫感が伝わる情報提供方法の検討
・水災害教育の実施
・水防団との共同点検等の実施
・要配慮利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
・排水活動の強化
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組 等

伊予市
排水機場の設備更新【下水】

大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動
立地適正化計画の推進【都市】

・想定最大規模等に対応したタイムラインの作成、訓練等
・近隣市町との広域避難に関する調整及び避難経路の検討
・地域住民に切迫感が伝わる情報提供方法の検討
・水災害教育の実施
・水防団との共同点検等の実施
・要配慮利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
・排水活動の強化
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組 等

砥部町
排水施設の整備

大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動

・想定最大規模等に対応したタイムラインの作成、訓練等
・近隣市町との広域避難に関する調整及び避難経路の検討
・地域住民に切迫感が伝わる情報提供方法の検討
・水災害教育の実施
・水防団との共同点検等の実施
・要配慮利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
・排水活動の強化
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組 等

河道掘削・護岸整備
（御坂川）

東温市
雨水貯留施設等の整備
民間事業者や住民による流出抑制対策への支援【下水】

大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動

・想定最大規模等に対応したタイムラインの作成、訓練等
・近隣市町との広域避難に関する調整及び避難経路の検討
・地域住民に切迫感が伝わる情報提供方法の検討
・水災害教育の実施
・水防団との共同点検等の実施
・要配慮利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
・排水活動の強化
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組 等

重信川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～足立重信の築いた伊予の暮らしと産業を守る流域治水対策～

事前放流

四国森林管理局

森林整備、治山対策等【森林】

松山市
まつやまし

伊予市
い よ し

松前町
まさきちょう

砥部町
と べ ちょう

東温市
とうおんし

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防漏水対策、更なる局所洗掘対策・河道掘削、護岸整備
・雨水貯留施設等、排水施設の整備【下水】
・排水機場の耐水化等【下水】
・利水ダム等４ダムにおける事前放流の実施、
体制構築（関係者：国、愛媛県、道後平野土地改良区、ほか）

・砂防施設の整備 ・森林整備、治山対策等【森林】
・民間事業者や住民による流出抑制対策への支援【下水】 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・簡易型河川監視カメラ
・危機管理型水位計の設置
・想定最大規模等に対応したタイムラインの作成、訓練等
・近隣市町との広域避難に関する調整及び避難経路の検討
・水害リスク空白域の解消
・地域住民に切迫感が伝わる情報提供方法の検討
・水災害教育の実施
・水防団との共同点検等の実施
・要配慮利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
・排水活動の強化
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組 等
・AI等を活用したダム運用の高度化（DX）
・洪水予測の高度化
・河川管理施設の無動力化（DX)
・デジタル技術を活用した災害リスクの可視化（DX)
・三次元河川管内図の活用（DX)
・マイタイムラインの作成支援（松山逃げ遅れゼロプロジェクトの推進 等）
・大規模土砂災害（河道閉塞等）の対応を関係機関等と連携して実施

■被害対象を減少させるための対策
・大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動
・不動産関係業界と連携した水害リスクに関する情報の解説
・立地適正化計画の推進【都市】

河道掘削・局所洗堀対策

河道掘削・護岸整備
（内川）

内川 堤防漏水対策

黄色ハッチ赤字は新規追加した取組み

事前放流

R6.3更新（2.0策定）
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○（別紙－２）概ね５年で実施する取組（R7年度更新）

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・中小河川では、洪水時の避
難等に活用する水位計を必要
に応じて整備

継
続
（

見
直
し
）

Ｊ
引き続き実施

四国地整
愛媛県

・中小河川では、洪水時の
避難等に活用する水位計を
必要に応じて整備

引き続き
実施

・今後の河川の出水状況を
踏まえ、必要に応じ整備

引き続き実
施

・避難行動に必要な映像提供
を考慮した洪水に対してリス
クの高い区間を監視するため
のCCTVカメラ（簡易型河川監
視カメラ含む）の追加設置

継
続
（

見
直
し
）

Ｉ、Ｊ
Ｗ、Ｘ

令和7年度まで
愛媛県

四国地整
・今後の河川の出水状況を
踏まえ検討

引き続き
実施

・CCTVカメラ等で視認出来
ない範囲を追加設置

R7年度ま
で

気象台 四国地整伊予市 東温市 松前町 砥部町 愛媛県課題の
対応

目標時期
進
捗

取組機関
松山市

項目 事項 内容
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○（別紙－２）概ね５年で実施する取組（R7年度更新）

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

２）ソフト対策の主な取組　　①急激な水位上昇に対する円滑かつ迅速な避難行動のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

・リアルタイムの情報提供や
プッシュ型情報の発信及び連
絡網の整備の継続的な実施、
ホットラインの継続・確認

・毎年、出水期前に協議会に
おいて連絡体制を確認

継
続
（

見
直
し
）

Ｈ、Ｉ
Ｏ，Ｐ

引き続き実施
各市町、愛媛

県、松山地方気
象台、四国地整

・登録制メールを「モバイル
松山消防」から「まつやま防
災メール」に改称
・引き続き、防災メール等の
登録の促進を図る
・中小河川の水位情報（危
機管理型水位計）をどのよう
に活用すべきか検討

R3.3～

・引続き実施するとともに、
webの活用について検討す
る
・毎年、ホットラインの連絡
体制を確認予定
・登録制メールをＲ3年度よ
り更新し、Yahoo防災アプリ、
ツイッターと連携を図ってい
る。引き続き、防災メール等
の登録の促進、webの活用
について検討する。

令和3年
度～

・引き続き、防災メール等の
登録の促進を図る

引き続き
実施

・引き続き、防災メール等の
登録の促進を図る

引き続き
実施

・引き続き、防災メール等の
登録の促進を図る

引き続き
実施

・多様な機会を活用しチラシ
を配布するなど、利用促進
活動を引き続き実施
・ホットラインの実施

引き続き
実施

・市町へ気象に関する情報
をホットラインで提供

引き続き
実施

・プッシュ型情報配信やホッ
トライン等を継続実施

引き続き実
施

・計画規模のタイムラインは
策定済み（H27.10）。想定
対大規模降雨に伴うタイム
ラインの作成検討

・関係機関（国・県・市町）の
行動状況や連携状況、近年
災害（複数箇所・複数市町
における同時破堤も想定）
等を踏まえた精査向上及び
訓練の毎年実施

・各市町等のタイムラインに
関する情報の一元化を目指
し、肱川流域緊急タイムライ
ンで実施しているWeb会議
による情報共有システムの
構築を実施

引き続き実
施

・石手川ダムの異常洪水時
防災操作に伴うタイムライン
の精度向上及び避難訓練
の実施

→避難訓
練は令和5
年出水期
前までに実
施

・想定最大規模降雨に伴う洪
水対応の避難計画、近隣市町
との広域避難に関する検討及
び避難経路の検討

継
続
（

見
直
し
）

Ｆ、Ｇ
Ｋ、Ｌ

引き続き実施
各市町、愛媛
県、四国地整

・国が実施する広域避難に
関する検討に合わせて近隣
市町との広域避難に関する
調整、避難経路の検討

・災害時の避難経路につい
て、各家庭で話合うよう、周
知啓発

・中小河川の浸水想定区域
図を踏まえて避難方法を検
討

引き続き
実施

・国が実施する広域避難に
関する検討に合わせて近隣
市町との広域避難に関する
調整、避難経路の検討

引き続き
実施

・国が実施する広域避難に
関する検討に合わせて近隣
市町との調整が必要な場合
に行う

引き続き
実施

・国が実施する広域避難に
関する検討に合わせて近隣
市町との広域避難に関する
調整、避難経路の検討

・新型コロナウイルスの影響
により分散避難について周
知するとともに広域避難場
所について再度検討

・マイタイムラインの周知及
び地区防災計画の作成の
推進

引き続き
実施

・国が実施する広域避難に
関する検討に合わせて近隣
市町との調整が必要な場合
に行う。

引き続き
実施

・国が実施する広域避難に
関する検討に合わせて近隣
市町との広域避難に関する
情報提供
・石手川ダム下流域の防災
計画等も踏まえて検討

引き続き
実施

・近隣市町との広域避難に
関する勉強会を実施し、検
討を支援

引き続き実
施

・出水状況等に応じた洪水予
報文の改良

継
続
（

見
直
し
）

Ｂ 引き続き実施
松山地方気象台

四国地整
・引き続き、随時システム改
良し、精度向上を図る

新たな防
災気象情
報の運用
開始に伴う
洪水予報
文の改良
（2026.5.2
9）

・引き続き、随時システム改
良し、精度向上を図る

引き続き実
施

・水害リスク空白域の解消

継
続
（

見
直

し
）Ａ、Ｊ

令和３年度から
検討実施

愛媛県
・未作成の河川におい
て、氾濫推定図を作成・
公表

令和3年度
～

・ハザードマップの周知およ
び住民の水害リスクに対する
理解促進の取組

継
続

Ａ、Ｋ
令和3年度まで

に作成
（配布は随時）

各市町

・統合型防災マップ（まつや
ま防災マップ）を見直し、想
定最大規模の浸水想定を
掲載して全戸配布
・新たに浸水想定区域が公
表されれば、ハザードマップ
を作成・希望者配布

令和9年3
月

令和9年4
月以降

・土砂災害警戒区域等、更
新されている内容を反映さ
せ、ハザードマップ（統合型
防災マップ）の改訂・配布

・よりよい情報を提供できる
ようＨＰ等の内容について検
討していく

R3年度予
定

引き続き
実施

・転入者や希望者について、
防災マップ等の配布を継続
して行う

引き続き
実施

・国からの最新の浸水区域
図等データにより、現在のハ
ザードマップ（統合型防災
マップ）の改良・周知

引き続き
実施

・転入者や希望者について、
防災マップ等の配布を継続
して行う

引き続き
実施

・地域住民に切迫感が伝わる
情報提供方法を検討

継
続
（

見
直
し
）

Ｈ、Ｉ

引き続き実施

令和4年度までに
実施

各市町

四国地整

・「まつやま防災メール」の利
用促進を継続して実施
・避難情報発令時はプッ
シュ型発信（緊急速報メー
ル）を実施
・緊急速報メールは図上訓
練等で操作法等を習熟

引き続き
実施

・情報配信に有効な新たな
手段の検討
・登録制メール等の利用促
進

引き続き
実施

・防災行政無線戸別受信機
等購入者に対する補助金の
交付
・防災メール等の登録の促
進

引き続き
実施

・防災行政無線の機能拡充
を図るほか、他のメディアに
よる情報伝達手段の多様化
を研究

引き続き
実施

・情報伝達手段の多重化と
して、防災行政無線の戸別
受信機の配布

引き続き
実施

・避難行動等に必要な情報
提供内容の改善

新たな防
災気象情
報の運用
開始
（2026.5.2
9）

・流域３市２町へのアンケー
ト集計結果を基に地域住民
に伝わる情報提供方法を検
討
・情報提供方法については、
浸水想定区域のわかりやす
い情報提供として検討をR4
まで引き続き実施
・ダムに関する情報等のユ
ニバーサルデザイン化（危険
度レベルの表示）も引き続き
実施
・情報発信内容の集約化を
検討

R4年度ま
でに実施

・誰もが目につく橋脚への水
位の危険度レベルの表示

継
続

Ｂ
令和7年度までに

実施
四国地整

・誰もが目につく橋脚への水
位の危険度レベルの表示に
ついて必要性を鑑みて追加
設置を検討

R7年度ま
で

引き続き
実施

・国、県と協力しタイムライン
の精度向上

・国、県が実施するタイムラ
インによる訓練への参加

・タイムラインは随時更新
し、精度向上を図る

引き続き
実施

・タイムラインは随時更新、
必要に応じ精度向上を図る

・引き続き河川水位情報等
の伝達訓練を実施

・小野川におけるタイムライ
ンを作成する

引き続き
実施

・国、県と協力しタイムライン
の精度向上

・国、県が実施するタイムラ
インによる訓練への参加

・タイムラインは随時更新
し、精度向上を図る

引き続き
実施

・国、県と協力しタイムライン
の精度向上

・国、県が実施するタイムラ
インによる訓練への参加

・タイムラインは随時更新
し、精度向上を図る

引き続き
実施

・国、県と協力しタイムライン
の精度向上

・国、県が実施するタイムラ
インによる訓練への参加

・タイムラインは随時更新
し、精度向上を図る

Ｃ、Ｄ
Ｅ

引き続き実施
各市町、愛媛
県、気象台、四
国地整

・タイムラインは随時更新
・国、県が実施するタイムラ
インによる訓練への参加
・市独自の水害図上訓練で
タイムラインを活用

引き続き
実施

気象台 四国地整

・タイムラインは必要に応じ、
随時見直す

・各市町等のタイムラインに
関する情報の一元化を目指
し、肱川流域緊急タイムライ
ンで実施しているWeb会議
による情報共有システムで
情報共有を図る

引き続き
実施

東温市
取組機関

松山市 伊予市
項目 事項 内容

課題の
対応

目標時期
松前町 砥部町 愛媛県進

捗

・想定最大規模降雨に伴う洪
水に対応したタイムライン作
成、関係機関の連携状況、近
年災害（複数箇所・複数市町
における同時破堤も想定）等
を踏まえた精度向上並びに訓
練の実施
・小野川におけるタイムライ
ンを作成
・各市町等のタイムラインに
関する情報の一元化を目指
し、肱川流域緊急タイムライ
ンで実施しているWeb会議によ
る情報共有システムの構築を
実施

継
続
（

見
直
し
）

4



○（別紙－２）概ね５年で実施する取組（R7年度更新）

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

２）ソフト対策の主な取組　　①急激な水位上昇に対する円滑かつ迅速な避難行動のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

・避難を促す緊急行動等の確
認を行うための首長出席によ
る減災対策協議会の開催及び
重要水防箇所等の共同点検の
実施

継
続
（

見
直
し
）

Ｃ
毎年出水時期ま

でに実施
各市町、愛媛
県、四国地整

・国が実施するトップセミ
ナー及び共同点検の参加
・毎年出水期前に国からの
通知を確認後、関係機関共
同での点検を実施

毎年出水
時期まで
に実施

・国が実施するトップセミ
ナー及び共同点検の参加
・毎年出水期前に国からの
通知を確認後、関係機関共
同での点検を実施

毎年出水
時期まで
に実施

・国が実施するトップセミ
ナー及び共同点検の参加
・毎年出水期前に国からの
通知を確認後、関係機関共
同での点検を実施

毎年出水
時期まで
に実施

・国が実施するトップセミ
ナー及び共同点検の参加
・毎年出水期前に国からの
通知を確認後、関係機関共
同での点検を実施

毎年出水
時期まで
に実施

・国が実施するトップセミ
ナー及び共同点検の参加
・毎年出水期前に国からの
通知を確認後、関係機関共
同での点検を実施

毎年出水
時期まで
に実施

・中予減災対策協議会にお
いて関係者に避難活動の充
実を図る啓発を実施
・関係者で重要水防箇所の
合同点検等を実施

毎年出水
期前までに
実施

・避難を促す緊急行動等
の確認を行うための首長
出席による減災対策協議
会の開催及び重要水防箇
所等の共同点検の実施

毎年出水
期前までに
実施

・効果的な「水防災意識社
会」の再構築に役立つ広報や
資料の作成・配布

継
続

Ｂ、Ｉ
Ｊ、Ｏ

引き続き実施 各市町、愛媛
県、四国地整

・市webによる広報・周知
・総合防災訓練等で広報
ブース設置

引き続き
実施

・河川管理者等が作成した
チラシ等による広報・周知

・随時、防災情報について
広報誌等に掲載

引き続き
実施

・毎年土砂災害防止月間に
合わせて水害についての広
報活動を実施

引き続き
実施

・広報誌や町のweb、フェイ
スブックを通じた啓発

引き続き
実施

・災害情報提供のチラシ等
による広報・周知検討

引き続き
実施

・えひめ河川メールや重要
水防箇所のチラシ配布

・多様な機会を活用しチラシ
を配布するなど、利用促進
活動を引き続き実施

引き続き
実施

・気象庁HPに新たな防災気
象情報に関する特設ページ
を開設し、避難情報の発令
に対する住民の避難行動に
つながる危機意識の啓発
（2025.12.16）

自治体な
どの防災
関係機関
や報道機
関等と連
携した周知
広報に取り
組む

・水災害広報の充実として
引き続き出水があった場
合、水災害等に関するチラ
シを配布
・水防工法の模型展示等に
よる広報の充実
・浸水想定区域のわかりや
すい情報提供の検討を実施
・水位情報における住民の
理解度の向上方策の検討
（水位情報と避難情報のリン
クの理解）

引き続き実
施

・小中学校等における水災害
教育を引き続き実施

・避難確保計画作成、避難訓
練及び避難訓練を通じた防災
教育の実施については、協議
会等による支援を行うととも
に、先進的な事例については
協議会等の場を活用し、共有

継
続
（

見
直
し
）

Ｂ、Ｉ
Ｈ

引き続き実施
各市町、愛媛
県、四国地整

・小中学校の避難確保計画
作成、訓練等について支援
・講演依頼の要請を受けた
ところから毎年実施
・松山市立の全ての中学1
年生が授業で「マイ・タイム
ライン」を作成し、松山市マ
イ・タイムライン防災アプリを
通じて家族と共有する取組
を毎年実施。

引き続き
実施

・講演依頼の要請を受けた
ところから出前講座・訓練へ
の参加・協力を毎年実施
・避難確保計画作成、訓練
等について支援
・民生委員や伊予農高な
ど、防災啓発の範囲を広げ
ていく

引き続き
実施

・要請に応じ、出前講座によ
り水災害教育を実施
・避難確保計画作成、訓練
等について支援

引き続き
実施

・教育委員会・各小中学校
と実施方法等について検討
・避難確保計画作成、訓練
等について支援

引き続き
実施

・教育委員会との連携の下
で研究していく
・避難確保計画作成、訓練
等について支援

引き続き
実施

・要請に応じ、出前講座によ
り水災害教育を実施
・避難確保計画、訓練等に
ついて、関係市町と調整して
支援を行う

引き続き
実施

・引き続き、防災教育の支
援を実施
・改めて避難確保計画作成
状況等を確認し引き続き支
援

引き続き実
施

・ダム操作に関する地元関係
者への周知

継
続

Ｉ、Ｊ
Ｎ

引き続き定期的
に実施

松山市、松前
町、四国地整

・国の説明会に関係各課が
参加し、関係機関等へ周知

引き続き
実施

・国の説明会に関係各課が
参加し、関係機関等へ周知

引き続き
実施

・石手川ダム放流警報周知
会の実施
・河川利用者への説明
・石手川ダムの異常洪水時
防災操作による氾濫を想定
した避難訓練の実施

引き続き実
施

→R5出水
期前までに
実施

愛媛県伊予市 東温市 松前町 砥部町 気象台 四国地整
項目 事項 内容

課題の
対応

目標時期 取組機関
松山市進

捗
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○（別紙－２）概ね５年で実施する取組（R7年度更新）

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

２）ソフト対策の主な取組　　②堤防特性や河道特性に応じた効果的な水防活動等に関する取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水防団等への連絡体制の再
確認と伝達訓練の実施

継
続

Ｑ

・訓練にあわせて毎年情報
伝達網の確認
（各地域ごとの訓練時、樋門
の点検や操作方法の確認を
行う）
・河川巡視のポイントについ
て、水防団等への教育訓練

引き続き
実施

・消防団幹部とのライング
ループ作成活用
・消防署による消防団連絡
体制の確認
・連絡体制を活用した各種
活動で活用
・登録情報の修正時などと
併せて継続して実施

令和元年
度
引き続き
実施
引き続き
実施
引き続き
実施

・情報伝達網の確認(火災・
事故・捜索活動でも活用)

引き続き
実施

・情報伝達網の確認
引き続き
実施

・水防団との伝達訓練 出水期前

・市町へ管理委託している
樋門の操作点検時にあわせ
て地元水防団・樋門操作員
の連絡体制の確認を実施

毎年出水
期前までに
実施

・水防団との伝達訓練
・樋門操作員との伝達訓練
及び避難訓練
・維持工事による特別巡視
訓練

毎年出水
時期までに
実施

・水防連絡会等による水防団
との共同点検等の実施及び重
要水防箇所の精査・見直し

継
続

Ｑ、Ｒ

・水防協議会を開催し、年
度ごとの見直し内容を水防
団に説明
・水防工法訓練への水防
団・自主防災組織・市消防・
市関係職員の参加

引き続き
実施

・重要水防危険箇所の共同
点検を実施

引き続き
実施

・水防連絡会等への消防
団・自主防災組織・消防署・
市職員等の参加

引き続き
実施

・水防連絡会等への水防
団・危機管理課職員・消防
署・自主防災組織等の参加
による情報共有

引き続き
実施

・水防連絡会の開催及び重
要水防箇所等の確認

出水期前

・中予減災対策協議会の開
催
・重要水防箇所の精査・見
直し
・重要水防箇所の合同点検
を実施

引き続き
実施
（点検は出
水期前ま
でに実施）

・減災対策協議会の開催及
び重要水防箇所の確認
・重要水防箇所の精査・見
直し

毎年出水
時期までに
実施

・水防団・自主防災組織・消
防署等の関係機関が連携した
水防訓練の実施

継
続

Ｍ、Ｓ
・水防工法訓練に水防団・
自主防災組織・消防署・市
関係職員が参加

引き続き
実施

・消防団、自主防災組織、
消防署、市職員が参加
・水防訓練の内容について
改善を検討

引き続き
実施

・消防団・自主防災組織・消
防署・市職員の水防訓練参
加

毎年出水
時期まで
に実施

・消防団・自主防災組織に
よる合同水防工法訓練の実
施

引き続き
実施

・水防団・自主防災組織・消
防署・危機管理課職員が参
加

出水期前

・引き続き消防職員の初任
教育において、水防管理者
が行う水防訓練等における
水防指導者への技術的支
援を実施

引き続き
実施

・水防団、消防団の団員内
に、水防工法の指導者育成
を実施

毎年出水
時期までに
実施

・製作済み土のう及び備蓄土
のう袋の定期的な点検及び更
新

継
続

Ｔ

・製作済み土のう及び備蓄
土のう袋の定期的な点検及
び更新
・備蓄情報の共有

引き続き
実施

・製作済み土のう及び備蓄
土のう袋の定期的な点検及
び更新
・劣化による使用不可の状
況把握、情報共有

随時

・製作済み土のう及び備蓄
土のう袋の定期的な点検及
び更新
・劣化による使用不可の状
況把握、情報共有

引き続き
実施

・製作済み土のう及び備蓄
土のう袋の定期的な点検及
び更新

引き続き
実施

・備蓄土のう袋の定期的な
点検及び更新

出水期前

随時

・備蓄土のう袋の定期的な
点検及び更新
・水防団との備蓄情報の共
有を促進

引き続き
実施

・備蓄土のう袋の定期的な
点検及び更新
・水防団との備蓄情報の共
有を促進

毎年出水
時期までに
実施

随時

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組

・要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成促進と避
難の実効性確保

継
続
（

見
直
し
）

Ｋ 引き続き実施
各市町
愛媛県

・浸水想定区域内の要配慮
者利用施設に対して、避難
計画書の義務化の周知、作
成の推進

・各施設の避難確保計画作
成を支援

・避難行動要支援者の避難
支援プランについて、介護
事業者などの協力を得て、
実効性を高める

引き続き
実施

・引き続き、避難確保計画
の未整備施設の指導・助言
を行いながら、適宜、避難
訓練実施についても啓発を
行う
・新規設置施設について避
難計画作成支援を継続し、
全施設計画策定を目指す

引き続き
実施

・浸水想定区域内の要配慮
者利用施設の見直し
・浸水想定区域等にある要
配慮者利用施設が実施す
る訓練等の支援
・訓練等実施に向け調整

引き続き
実施

・浸水想定区域内の要配慮
者利用施設に対する各種計
画の作成に向けた支援
・要配慮者等の迅速な避難
については、関係機関との
連携協力を図るとともに、地
区防災計画での推進を検討
・自主防災組織へのさらなる
啓発

引き続き
実施

・要配慮者利用施設の見直
し（町地域防災計画）を行
い、全ての配慮者利用施設
で計画策定を目指す

引き続き
実施

・要配慮者利用施設・関係
各課と連携した、情報伝達
訓練及び避難訓練の計画
の検討並びに避難確保計
画の作成に向けた支援の検
討等を実施

引き続き
実施

・大規模工場等への浸水リス
クの説明と水害対策等の啓発
活動

継
続

Ｉ 引き続き実施 各市町

浸水想定区域内の大規模
工場等の避難計画などにつ
いて、条例を制定し、計画
書の作成を支援（Ｈ２６．３か
ら）

引き続き
実施

・平成30年3月からホーム
ページで公開している浸水
シミュレーション検索システ
ムについて、あらゆる機会を
捉えて啓発する

引き続き
実施

・要望に応じ、防災マップの
追加配布等による啓発を行
う

引き続き
実施

・防災マップによる浸水想定
区域の周知

引き続き
実施

・浸水想定区域内の大規模
工場等へ、水害対策等のチ
ラシ等の配布による啓発

引き続き
実施

(全ての項目)
引き続き毎年実

施

(全ての項目)
各市町、愛媛
県、四国地整

東温市 松前町 砥部町 愛媛県課題の
対応

目標時期 取組機関
松山市 伊予市 気象台 四国地整進

捗
項目 事項 内容
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○（別紙－２）概ね５年で実施する取組（R7年度更新）

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

２）ソフト対策の主な取組　　③社会経済活動の早期復旧のための氾濫水の排除、施設運用等に関する取組

■排水活動及び施設運用の強化に関する取組

・排水機場、樋門、排水路等
の情報共有を踏まえた、排水
ポンプ車及びポンプ排水委託
の最適な配置計画の検討を実
施

継
続

Ｕ、Ｖ 引き続き実施
各市町

四国地整
・国の配置計画に合わせて
内水排除対策（ポンプ排水
委託）の実施を検討

引き続き
実施

・国の配置計画に合わせて
内水排除対策（ポンプ排水
委託）の実施を検討
・既存の排水施設、排水系
統も考慮しつつ、排水計画
を検討

引き続き
実施

・国の配置計画等に合わせ
て内水排除対策（ポンプ排
水委託）の実施を検討

引き続き
実施

・排水機場、樋門、排水路
等の情報共有を踏まえ、水
防団によるパトロール及び水
防活動の実施
・河川管理者及び排水ポン
プ車業務受託者との連携強
化

引き続き
実施

・策定した排水ポンプ車配
置計画の周知及び必要に
応じて見直し

引き続き実
施

・排水ポンプ車等による訓練
の実施

継
続

Ｖ
毎年実施 砥部町

四国地整

・排水ポンプ車等による訓練
を実施
・実地を含めた操作訓練や
タイムライン見直しを継続し
て行う

出水期前
・排水ポンプ車等による訓練
の実施

引き続き実
施

四国地整伊予市 東温市 松前町 砥部町 気象台
項目 事項 内容

課題の
対応

目標時期 取組機関
愛媛県松山市進

捗
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確認及び周知項目

１．流域治水に関する取組について

２．流域治水対策等の主な支援事業集（令和７年４月更新）

３．国土強靭化実施中期計画を踏まえた河川・ダム事業の

「見える化」について
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流域治水施策等の主な支援事業集（令和７年４月更新）

流域治水施策等の主な支援事事業は国土交通本省のHPに掲載されている。
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/renkei001.html
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流域治水の取組について
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⃝ 短時間強雨の発生の増加や台風の大型化等により、近年は浸水被害が頻発している。
⃝ また、気候変動により、2040年頃に２℃上昇した場合は、降雨量が約1.1倍、流量が約1.2倍、洪水発生頻度が
約２倍になると試算されている。

【平成30年７月豪雨】 【令和元年東日本台風】 【令和２年７月豪雨】

【令和３年８月の大雨】

■毎年のように全国各地で浸水被害が発生

【令和４年８月の大雨】 【令和５年７月の大雨】 【令和６年９月の大雨】

最上川における浸水被害
（山形県大江町）

千曲川における浸水被害
(長野県長野市)

球磨川における浸水被害
（熊本県人吉市）

池町川における浸水被害
（福岡県久留米市）

小田川における浸水被害
（岡山県倉敷市）

太平川における浸水被害
（秋田県秋田市）

肱川における浸水被害
（愛媛県大洲市）

塚田川における人家流失・流木阻害
（石川県輪島市）

■降雨量変化倍率をもとに算出した、流量変化倍率と洪水発生頻度の変化

気候変動による水災害の頻発化・激甚化

※降雨量変化倍率は、20世紀末（過去実験）に対する21世紀末（将来実験）時点の、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の降雨量の変化倍率の平均値
※流量変化倍率は、降雨量変化倍率を乗じた降雨より算出した、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の流量の変化倍率の平均値
※洪水発生頻度の変化倍率は、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の降雨の、現在と将来の発生頻度の変化倍率の平均値
（例えば、ある降雨量の発生頻度が現在は1/100として、将来ではその発生頻度が1/50となる場合は、洪水発生頻度の変化倍率は２倍となる）

気候変動シナリオ 降雨量 流量 洪水発生頻度

RCP2.6（2℃上昇相当） 約１．１倍 約１．２倍 約２倍
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2020 2023 2025 2026

◼ 「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方」をとりまとめ ～社会資本整備審議会の答申を公表～

◆計画・基準類の見直し

過去の降雨や潮位の実績に基づいて作成されてきた計画を、気候変動による降雨量の増加、潮位の上昇などを考慮した計画に見直す。

2022 20242021

2022/03

1級水系における現場での流域治水の深化
（水害リスクマップと「見える化」指標を公表）

2021/03

「流域治水プロジェクト」の策定を公表

2021/07

「流域治水推進行動計画」の策定

2021/02

流域治水関連法案を閣議決定
2022/01

「流域治水対策等の主な支援事業」の策定

2023/03

「流域治水オフィシャルサポーター制度」の創設

2023/08

「流域治水プロジェクト2.0」の策定を公表

2024/03

「流域治水ロゴマーク」の公表
2021/05

「水まちガイドライン」の策定・公表
2024/05

「NIPPON防災資産」認定制度の創設

2023/08

「自分事化検討会」のとりまとめ

◆「流域治水」への転換

河川、下水道、砂防、海岸等の管理者が主体となって行う治水対策に加え、集水域と

河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、流域の関係者全員が

協働して、以下の対策を総合的かつ多層的に取り組む。

１. 氾濫をできるだけ防ぐ対策 ２. 被害対象を減少させるための対策

３. 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

流域治水の推進に向けたこれまでの取り組み
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施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える、水防災意識社会の再構築
洪水防御の効果の高いハード対策と命を守るための避難対策とのソフト対策の組合せ

今後も水災害が激化。これまでの
水災害対策では安全度の早期向上
に限界があるため整備の加速と、
対策手法の充実が必要。

気候変動の影響

人口減少や少子高齢化が進む中、
「コンパクト+ネットワーク」を
基本とした国土形成により地域の
活力を維持するためにも、水災害
に強い安全・安心なまちづくりが
必要。

社会の動向

5GやAI技術やビッグデータの活用
、情報通信技術の進展は著しく、
これらの技術を避難行動の支援や
防災施策にも活用していくことが
必要。

技術革新

➢ 近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪
水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる
関係者が協働して流域全体で行う流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。

これまでの対策

こ
れ
か
ら
の
対
策

気候変動を踏まえた
計画の見直し

持続可能性

将来にわたり、継続的に対策に
取組、社会や経済を発展させる

河川の流域全体のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う持続可能な治水対策

「流域治水」への転換

強靭性

甚大な被害を回避し、早期復旧・
復興まで見据えて、事前に備える

包摂性

あらゆる主体が協力して
対策に取り組む

変

化

対策の
重要な
観点

気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について
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○ 防災・減災、国土強靱化として、流域のあらゆる関係者が協働してハード・ソフト一体となった流域治水の取組を推
進するとともに、計画的・効率的な老朽化対策・耐震化等を実施してきたところ。

○ さらに、気候変動による水災害の頻発化・激甚化に対応するため、既存施設の徹底活用を図りつつ、河川整備基本
方針や河川整備計画等の見直しや河川、ダム、砂防、下水道の整備等の事前防災対策を推進するとともに、災害リ
スクを踏まえたまちづくり・住まい方の工夫等の被害軽減対策に取り組むことにより、流域治水の加速化・深化を図る。

水災害による被害の最小化

【取組】
・水害リスクの高い地域における建物等の構造規制・土地利用の誘導等
・住まい方の工夫 ・二線堤等の浸水範囲を減らす取組 等

二線堤の保全・拡充

災害危険区域設定

【取組】
・根幹的な治水対策の加速化、既存施設の最大限
活用・能力向上、河川整備基本方針等の見直し

・砂防関係施設の整備
・海岸保全施設の整備
・雨水排水・貯留浸透機能の強化のための下水道整備
・総合的な土砂管理
・水インフラの老朽化対策、耐震対策 等

堤防整備

かさ上げイメージ

ダム建設・再生 既存施設の最大限活用
（ダムの事前放流）

地下空間の活用 砂防関係施設整備

水害リスク情報の充実
（水害リスクマップ）

下水道整備

災害リスクの自分事化
（NIPPON防災資産）

海岸保全施設整備

貯留機能保全区域指定

【取組】
・水災害リスク情報の提供 ・洪水・土砂災害・高潮の予測情報等の高度化
・災害リスクの自分事化 等

「流域治水」の推進
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①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、ダム建設・再生、砂防関係施設や雨水排水網の整備 等

②被害対象を減少させるための対策
・土地利用規制・誘導、止水板設置、不動産業界と連携した水害リスク情報提供等

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・マイ・タイムラインの活用、危機管理型水位計、監視カメラの設置・増設 等

河道掘削
（ 石狩川水系、北海道開発局）

公園貯留施設整備
（名取川水系、 仙台市）

用水路の事前水位低下による雨水貯留
（吉井川水系、岡山市）

二線堤の保全・拡充
（肱川水系、大洲市）

災害危険区域設定
（雄物川水系、秋田市）

住宅地盤嵩上げに対する助成
（梯川水系、小松市）

自主防災活動による畳堤設置
（揖保川水系、たつの市）

公園等を活用した高台の整備
（庄内川水系、名古屋市）

避難訓練の支援
（五ヶ瀬川水系、高千穂町）

【ポイントその①】 様々な対策とその実施主体を見える化

・ 全国１０９の一級水系全てにおいて、
総勢２０００を超える、国、都道府県、市町村、
民間企業等の機関が参画し、協議会を実施。

・ 地方整備局に加え、地方農政局や森林管理局、
地方気象台が協議会の構成員として参画するなど
省庁横断的な取組として推進。 流域治水協議会開催の様子

【ポイントその③】 あらゆる関係者と協働する体制の構築

【ポイントその②】 対策のロードマップを示して連携を推進

短 期 ： 被災箇所の復旧や人口・資産が集中する市街地等のハード・ソフト対策等、
 短期・集中対策によって浸水被害の軽減を図る期間

中 期 ： 実施中の主要なハード対策の完了や、居住誘導等による安全なまちづくり等に
よって、当面の安全度向上を図る期間

中長期： 戦後最大洪水等に対して、流域全体の安全度向上によって浸水被害の軽減を
 達成する期間

災害危険区域
の指定

輪中堤により
浸水を回避

雄物川

区分 主な対策内容 実施主体
工程

短期 中期 長期

氾濫をできるだけ防ぐ、
減らす対策

河道楠崎 河川事務所、都道府県、市町村

ため池等の活用 市町村

被害対象を減少させる
ための対策

浸水リスクの低いエリアへの居住誘導 市町村

浸水防止版設置 市町村

被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

後援を利用した高台整備 市町村

地区タイムラインの作成 都道府県、市町村

流域治水プロジェクト ～各水系における対策の全体像をとりまとめ～

○「流域治水プロジェクト」は、国、流域自治体、企業等が協働し、河川整備に加え、雨水貯留浸透施設や土地
利用規制、利水ダムの事前放流など、各水系で重点的に実施する対策の全体像を取りまとめたものであり、こ
れまでに全国109の一級水系、約600※の二級水系で策定・公表。

〇今後、関係省庁と連携して、プロジェクトに基づく対策を一層加速するとともに、対策の更なる充実や協働体制
の強化を図る。

※河川整備計画を策定済みの水系のみ集計
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※１：累計ではなく、単年度の実施箇所数

令和5年度末 568市町村
令和6年度末 637市町村

↓

69市町村増加

令和5年12月末 218市町村
令和6年 7月末 300市町村

↓

82市町村増加

令和5年9月末 106,634施設
令和6年9月末 111,393施設

↓

約4,800施設増加

令和5年 9月末 5,413河川
令和6年 9月末 7,012河川

↓

約1,600河川増加

・洪水浸水想定区域の指定河川数

令和5年 9月末 148団体
令和6年 9月末 220団体

↓

72団体増加

・内水浸水想定区域図の作成団体数

・避難確保計画の作成済みの施設数

・個別避難計画を作成（全部又は一部）
済みの市町村数

令和5年9月末 19,879施設
令和6年9月末 20,033施設

↓

約3,500施設増加

（土砂）

全国の流域治水プロジェクトの取組が令和６年度も着実に進んでいます。
令和７年度も、流域関係者の協働により地域の早期の安全・安心の確保に
引き続き取り組んでまいります。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

令和6年度実施分

1,366箇所

・治山対策等の実施箇所数

令和6年度完成分

167箇所
（実施中は1,781箇所）

・砂防関係施設の整備数

※1

※1

（参考）
令和4年度 約69％
令和5年度 約70％
令和6年度 更新作業中

※1

（洪水）

※2

※２：全国の作成団体数

令和4年度実施分 4,728施設
令和5年度実施分 4,451施設
令和6年度実施分 更新作業中

※今後精査により増減の可能性がある。

令和5年1月1日時点 1,303市町
令和6年4月1日時点 更新作業

中

流域治水プロジェクトの主な取組の進展 
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〇流域治水の取組の計画的な推進のため、国、都道府県、市町村、流域治水に関係する企業（利水ダム管理者
等）などの関係者が一堂に会する「流域治水協議会」を設置している。

〇「流域治水協議会」において、ハード・ソフト一体となった対策である「流域治水プロジェクト」を策定し、これに
基づき、密接な連携体制のもと、流域治水の取組を推進している。

流域治水協議会 ～あらゆる関係者と協働する体制の構築～

国

都道府県市区町村

民間企業

＜協議会の構成イメージ＞

取組事項
・流域治水プロジェクトの策定、変更
・取組状況の確認、フォローアップ

日時 議題 出席者

令
和
２
年
度

第1回 R2.9.28
・太田川水系流域治水プロジェクト
【中間とりまとめ】

広島市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、府中町、安
芸太田町、北広島町

広島県（農林水産局、西部建設事務所、西部建設事務所
東広島支所、西部建設事務所廿日市支所、西部建設事
務所安芸太田支所、広島湾港湾振興事務所）

気象庁広島気象台
林野庁近畿中国森林管理局 広島森林管理署
国土交通省中国地方整備局 太田川河川事務所

広島西部山系砂防事務所
温井ダム管理所

農林水産省中国四国農政局 農村振興部
国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林整備センター 広島水源林整備事務所

（オブザーバー）
農林水産省中国四国農政局 農村振興部

洪水調節機能強化対策官
中国電力株式会社 西部水力センター長

第2回 R3.3.17
・太田川水系流域治水プロジェクト
【案】 本編
【案】 参考資料

令
和
３
年
度

第1回 R4.2.18
・太田川水系流域治水プロジェクト
【位置図】
【ロードマップ】

第2回 R4.3.22
・太田川水系流域治水プロジェクト
【事業効果(大臣管理区間)の見える化】
【流域治水の具体的な取組】

令
和
５
年
度

第1回 R5.6.7
・太田川水系流域治水プロジェクトについて
各機関の取組状況の報告

第2回 R5.8.4 ・太田川水系流域治水プロジェクト2.0【案】

第3回 R6.3.1 ・太田川水系流域治水プロジェクト2.0【案】

令
和

６
年
度

第1回 R6.5.16 ・流域治水の自分事化計画について

令
和

７
年
度

第1回 R7.5.27
・流域治水プロジェクト2.0の更新について
・各機関の取組状況の報告

太田川流域治水協議会の開催状況

令和7年度 第1回 太田川流域治水協議会の様子
（対面＆WEB形式にて実施）
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○流域治水施策の更なる推進に向け、取組みの主体となる関係行政機関が参加し、流域治水に関する機運醸成を進めるとともに流域治水
の実践にあたり必要な情報共有をおこなうため、本会議にて施策紹介や意見交換を実施しました。

○施策紹介では、各省庁の取組や支援制度等について情報共有を行いました。国交省から「国土強靱化実施中期計画について」、
「流域治水オフィシャルサポーター制度」、農林水産省から「「田んぼダム」の推進について」「農業用ダムの活用」の情報提供を
行いました。

テーマ別意見交換会の意見・感想

○本日頂いた資料や制度紹介等を確認し、取り組める制度等は積極的に
取り組んでいきたい。

○普段聞くことがない他府県の課題を聞くことができ良い機会になった。

○今後、流域治水を推進するためには、国、県、自治体と横のつながりの
必要性を再確認した。

概要
○日時 令和７年６月３０日（月） 14:30～17:30

○場所 近畿地方整備局 大手前庁舎

○参加者 計511人（Web込）
近畿ブロック各府県・自治体 国土交通省 近畿地方整備局
水資源機構 農林水産省 近畿農政局 林野庁 森林環境局
近畿地方環境事務所 東京・大阪管区気象台 地方気象台
近畿財務局

○議事 施策等紹介、テーマ別意見交換等

会議の様子

意見交換会の様子

施策紹介

流域治水オフィシャルサポーター制度

〇流域治水施策の更なる推進に向け、取組みの主体となる関係行政機関が参加し、流域治水に関する
機運醸成を進めるとともに流域治水の実践にあたり必要な情報共有をおこなうため、地方整備局
単位毎（北海道開発局・沖縄総合事務局含む）に全国10ブロックで意見交換会を毎年開催。

〇会議には河川部局のみならず各ブロックの関係自治体や関係府省庁の地方支分部局も参加。

【近畿ブロックの開催状況】

「流域治水」の理解促進・機運醸成に向けた意見交換会（地方ブロック単位）の開催
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年次更新

○関係省庁が所管する流域治水に関する支援事業をわかりやすく自治体等へ周知するために「流域治水対
策等の主な支援事業集」を策定。

○2023年には支援事業をよりわかりやすく周知するために、一覧表から各支援事業毎にビジュアル等を追
加して内容を充実。

一覧表から各支援事業毎に

ビジュアルやURLを追加

年次更新

流域治水対策等の主な支援事業の周知
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特定都市河川浸水被害対策法の活用や
土地利用・まちづくりとの連携による

流域治水の実践・深化
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貯留機能保全区域
の指定

下水道の整
備

排水ポンプの
運転調整

保全調整池
の指定

移転等の促進
（治水とまちづくりの連携）

雨水貯留浸透施設
の整備（校庭貯留）

雨水浸透阻害
行為の許可等

他の地方公共団体の負担

宅地内の排水設備に
貯留浸透機能を付加

浸水被害防止区域
の指定

河川の整備

➢ 浸水被害対策の総合的な
推進のための流域水害対
策計画（河川管理者、下
水道管理者、都道府県知
事、市町村長が共同）の
策定

➢ 河川管理者等による施設
整備の加速化

➢ 地方公共団体や民間事業
者等による雨水貯留浸透
施設の整備、雨水の流出
を抑制するための土地利
用規制、水害リスクを踏
まえたまちづくり・住ま
いづくり等の推進

➢ 流域一体となった浸水被
害の防止のための対策を
ハード・ソフトの両輪で
推進

河川管理者による
雨水貯留浸透施設

の整備

雨水貯留浸透施設
の整備（公園貯留）

民間事業者等による
雨水貯留浸透施設

の整備
都市計画法の
開発の原則禁止

建築の許可

○流域治水を実践する計画・体制として、国・都道府県・市町村等の関係者の協働による遊水地等の整備、雨水
貯留・浸透対策、浸水のおそれがある土地の利用等に関する計画を策定し実践する法的枠組「流域治水関連
法」が令和３年11月１日に施行。

○特定都市河川への指定により本枠組を活用し、実効性のある対策を実施することにより、流域の治水安全度を
向上

特定都市河川浸水被害対策法の概要
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〇浸水被害防止区域の指定

浸水被害の危険が著しく高いエリアのイメージ

浸水が生じた場合に著しい被害が
発生するおそれがある区域

○ 特定都市河川・流域では、河川整備の加速化とともに、雨水の流出抑制や水害リスクを踏まえたまちづくり・住
まい方の工夫等の対策を推進。

○ そのために、①３つの要件を満たす河川を特定都市河川として指定後、②流域の関係者で構成する「流域水害
対策協議会を設置し、③浸水被害防止の対策等をまとめた流域水害対策を決定。

特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

★
流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
置

★
流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

〇貯留機能保全区域の指定都
市
浸
水
想
定
等
を
踏
ま
え
て

区
域
を
指
定

気候変動により災害が頻発

※法律等に基づき実施■特定都市河川における区域指定までの主な流れ

土地持つの貯留機能を継続的に
保全する区域

★
特
定
都
市
河
川

指
定

〇ハード整備の加速化

・遊水地の整備 ・輪中堤の整備
・排水機場の機能増強
・貯留機能保全区域の周辺整備

（二線堤等）
・河道掘削 など

気候変動による降雨量の増加により、自然的条件
等の理由で浸水被害防止が困難な河川において、
従来想定していなかった規模での水災害が頻発

流域一体となった浸水被害防止のための
対策を推進
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【凡例】

◇ ： 法改正前 指定済み特定都市河川（代表河川）
◆ ： 法改正後 指定済み特定都市河川（代表河川）

○「流域治水」の本格的な実践に向けて、令和３年１１月１日に全面施
行された流域治水関連法※の中核をなす特定都市河川浸水被害対
策法に基づき、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大
※特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）

○流域治水関連法施行後全国初の指定となる大和川水系大和川等
をはじめ、37水系430河川が指定されている（法改正前：８水系６４河川、法改

正後：３０水系３６６河川）

○流域水害対策計画は、２１水系３１５河川で策定されている（法改正前：
7水系55河川、法改正後：14水系260河川）

特定都市河川の指定等の状況 （令和８年２月１日時点）
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羽前長崎駅羽前長崎駅

羽前山辺駅羽前山辺駅

大臣管理区間大臣管理区間

左
沢
線

石子沢川
新
堀
川

最上川

須
川

国②

国 県

国 県

簡易型河川監視カメラ

：国 ：県

河川監視カメラ(従来整備)

：国

危機管理型水位計

：国 ：県

水位計(従来整備)

：国 ：県

ワンコイン浸水センサ

：国・町

凡 例

直轄管理河川

県理河川

石子沢川流域界

行政界

R2.7浸水実績

河道掘削（国）河道掘削（堆積土砂撤去）（国・山形県）

今後検討するハード対策メニュー
【外水対策】
・最上川本川の河道掘削等（国）
【内水対策】
・雨水貯留浸透施設の整備（町・民間）

羽前金沢駅羽前金沢駅

雨水浸透貯留施設等

田んぼダム（中山町、山辺町）

排水桝に調整板を設置した様子

公共施設の再配置検討
（ピロティ形式）

ピロティ形式イメージ（中山町立中山中学校）

雨水貯留浸透施設の整備
（中山町）

砂防堰堤の整備
（山形県）

流域図 諏訪沢流域 A=0.01km2諏訪沢流域 A=0.01km2

砂防基準点砂防基準点

小学校小学校

被害想定区域被害想定区域

57.65m

7
.5

m

計画図

砂防堰堤正面図

貯水槽設置箇所貯水槽設置箇所

排水桝排水桝
排水

準
用
河
川
砂
押
川

整備イメージ（長井市新庁舎 駐車場雨水貯水槽）

貯留材の設置状況

・田んぼダムの取り組み及び雨水貯留浸透施設の整備等により浸水被害の軽減を図る。
・ワンコイン浸水センサ活用や防災教育を推進し、人的被害の軽減を図る。

田んぼダム等

貯留機能保全区域の検討

農業用水路の有効活用
森林保全の取り組み

【事例】特定都市河川制度を活用した流域治水の推進（最上川水系石子沢川【山形県】）
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○ 大和川流域は、放射状に広がる156の支川が集中して奈良盆地で合流するため河川の水位が急上昇しやすく、内水氾濫などによる
度重なる浸水被害が発生しており、昭和60年から流域全体で治水対策を推進。

○ この度、令和３年に整備された流域治水関連法により創設された制度の１つである「貯留機能保全区域」について、土地所有者の同
意を得て、大和川流域内の奈良県川西町及び田原本町において令和６年７月３０日に全国で初めて奈良県が指定。

○ 貯留機能保全区域の指定により、その土地が元来有している貯留機能を阻害するおそれのある行為（盛土等）に対して届出により事
前に把握するとともに、必要な助言・勧告を行い、流域の貯留機能を将来にわたり可能な限り保全。

貯留機能保全区域のイメージ川西町において指定した貯留機能保全区域貯留機能保全区域の標識及び石碑

田原本町において指定した貯留機能保全区域

奈良県知事 田原本町長川西町長

【事例】特定都市河川制度を活用した流域治水の推進（大和川水系大和川【奈良県】）
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○島根県美郷町港地区は、一級河川江の川の氾濫により過去に度重なる浸水被害が発生した地域。

（平成30年７月豪雨、令和２年７月豪雨）

○同地区は、住み慣れた地域での安全な生活を確保するため、元々居住していたエリアについては土地利用規制をしつつ、集団

での家屋移転に向け河川管理者と美郷町が連携し、防災集団移転促進事業も活用しながら、流域治水の取組を推進。

○令和４年度から事業が本格化し、令和５年度末に住宅団地の造成が完了。令和７年３月には新居が落成し安全なエリアにおけ

る住まいを確保。

みなとみさとちょう

移転先住宅団地

美郷町

凡例
： 移転対象エリア

： 浸水エリア

安全な高台へ
５戸移転

移転先住宅団地

写真② 造成・新居落成後

写真② 造成前

位置図

写真① 令和2年7月豪雨による氾濫状況

住み慣れた同地区内で既往最大浸水深
よりも十分高い場所に団地造成を計画

写真①

【事例】河川管理者と地方公共団体によるまちづくりの連携、住まい方の工夫 （島根県美郷町）
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○ 令和５年７月15日からの梅雨前線により、秋田県を中心に記録的な大雨となり、多くの雨量観測所で24時間
観測史上１位を記録。
○ 雄物川中下流部では、平成29年７月・８月の豪雨を契機とした河川激甚災害対策特別緊急事業等により、堤
防整備や河道掘削に加え、遊水機能を確保しつつ家屋浸水被害を軽減させるため、土地利用規制（災害危険
区域）を組み合わせた 輪中堤の整備を実施。

○ 今次洪水では、秋田市左手子地区や向野地区等において、災害危険区域は冠水したものの、輪中堤の整備
により家屋浸水被害を回避。

さ で こ  むかい  の

さ  で   こ

左手子地区
輪中堤

雄物川

むかいの

向野地区
輪中堤

雄物川

新波橋

雄物川

位置図

左手子地区
向野地区

災害危険区域

左手子地区輪中堤

災害危険区域への冠水

災害危険区域への冠水

災害危険区域

向野地区輪中堤

輪中堤により浸水を回避

輪中堤により
浸水を回避

【事例】河川整備と土地利用規制による効果（令和５年７月出水：雄物川）
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あらゆる関係者との協働の加速化
（流域治水に取り組む主体を増やす）

28



〇住民や企業などが自らの水災害リスクを認識し、自分事として捉え、主体的に行動することに加え、さらに
視野を広げて、流域全体の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深化させることで、流域治水
の取り組みを推進する。

「水災害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす
流域治水の自分事化検討会」とりまとめ

流域治水

•水災害対策の目的、効果を理解する

• 水災害リスクを認識する •地域、流域の被害を認識する、

対策の全体像を知る

• 他人の被害軽減に寄与できることを認識する
（自分ができること、自分しかできないこと）
• 自分が行動することの意義、役割を理解する

•地域、流域に貢献する行動をする• 的確に行動する

• 水災害リスクを勉強して、

何をすべきかを考える

自らに降りかかる水災害への取り組み 流域全体の水災害への取り組み

持続的な発展、ウェルビーイング

自分のために みんなのために

自分事化

①知る

②捉える
（自分事として捉える）

③行動する

さらに視野を
広げて

流域治水推進上の背景・課題

住民や企業などが自らの水災害リスクを認識し、

自分事として捉え主体的に行動する。

水災害リスクの自分事化 流域全体の水災害への取り組みへ

水災害から自身を守ることからさらに視野を広げて、地域、

流域の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深

化させることで、流域治水の取り組みを推進する。

水災害のリスクを知り、行動につなげていく上では、
それを自分のこととして捉える 「自分事」 が課題。
さらにその視野を流域に広げ、流域治水に取り組む主体を増や

していくことが重要。

検討会を設置して議論、とりまとめ
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水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす総力戦の流域治水をめざして
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～ 江の川水系（島根県・広島県） ～

まちづくりと連携した治水計画の策定

早期被害軽減に向けて、まちづくりと連携した具体的な
治水対策を決定し、マスタープランとしてとりまとめ

○田んぼダムやグラウンドを活用した雨水貯留、土地利用と一体となった治水対策、上下流一体となった防災
意識の向上など、全国各地で様々な流域治水の取組を実施しており、引き続き取組を進めていく。

～ 阿武隈川水系（宮城県、福島県） ～

下流地域の市町村において上流地域の
農産物等を販売する物産展などを開催

上下流の連携

～ 雄物川水系(秋田県) ～

防災集団移転

近年度重なる浸水被害を受けた大仙市において、災
害リスクの高い住居を安全な市街地へ移転し、安全・
安心な居住の確保

～ 筑後川水系(福岡県) ～

大学の敷地内に貯留施設を整備

グラウンドを活用した雨水貯留

～ 信濃川水系（新潟県）～

防災指針において、災害リスクをエリア
ごとに分析・評価してとりまとめ

災害リスクを踏まえた
安全・安心なまちづくりの推進

～ 仁淀川水系日下川(高知県) ～

日高村の浸水予想区域において、以下を規定
・新たな建築物の居室の床高を浸水が想定
される高さより高くすること【許可制】
・浸水被害を拡大させる盛土等の届出
・浸水拡大分をキャンセルする対策への【助言・勧告】

日高村水害に強いまちづくり条例

～ 六角川水系(佐賀県) ～

干拓地に広がるクリークの農業用水を
事前に放流することで治水対策を推進

クリーク（農業用水路）の活用

～ 荒川水系(東京都) ～

地区計画を決定し、高台広場、避難施
設、避難路等の整備を事業者が実施

官民連携による避難場所の整備

農業用用排水路

～ 大和川水系(奈良県) ～

全国初の貯留機能保全区域の指
定をはじめ、流域内の関係者によ
る流域対策を実施

特定都市河川制度による
流域治水の推進

～ 信濃川水系千曲川(長野県) ～

輪中堤の整備による、効果的な
家屋浸水対策を実施

土地利用と一体となった
治水対策（輪中堤）

～ 旭川水系(岡山県) ～

農業用ため池の洪水吐きを改良し、雨水貯留
能力を高め、下流域の浸水被害リスクを低減

ため池の治水活用

新・栗本修正

～ 石狩川水系（北海道）～

農業生産者や企業・団体が参
加する協議会と連携し、岩見沢
市内３地区で約700haの水田に
位調整板を設置することで、農
地や市街地の浸水被害を軽減

田んぼダムの推進

全国の流域治水の取組の好事例 ～流域治水全般～
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➢ 平成30年7月豪雨を受け、令和２年３月に国・県・市で「下弓削川・江川総合内水対策計画」を策定
➢ ハード対策のひとつとして、久留米大学周辺及び下弓削川流域の浸水被害軽減を目的に、久留米大学御井キャンパスの敷地内に貯留施設を整備

◆ハード対策概要（久留米大学貯留施設 位置図）

最大貯留容量: 21,800m3(110m×154m×1.3m)
※２５ｍプール（２５ｍ×１３ｍ×１．３ｍ）約5２杯分

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ掘下式 約２ｍ

◆貯留施設配置図

①流入管
1.1m×1.0m 2基

②貯留池

③放流管
φ800

久留米大学グラウンド
（東側駐車場より望む）

井田川（幹線排水路）を流れる雨水を久留米貯留施設に貯留（貯留容量最大 21,800m３）することで

〇下弓削川下流域の浸水被害軽減 〇久留米大学周辺の浸水被害軽減

↑

◆貯留施設概要

◆事業の効果

イメージ図

井田川
（井田川1号雨水幹線）

平常時

大雨時

グラウンドとして利用

雨水を貯留

110m

154m

▽整備前のグラウンド面
（最大２ｍ程度掘り下げ）

◆市と大学が整備に関する覚書を締結
～官民連携して浸水対策～

令和3年6月2日締結式の様子

【事例】グランドを活用した雨水貯留 （福岡県久留米市 筑後川水系流域治水プロジェクト）
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（出典：大牟田市記者発表資料から抜粋）

【事例】全国初の民間事業者による雨水貯留浸透施設の整備
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Honda TAKEO Park asobiba
佐賀県武雄市

特定都市河川流域

○令和５年３月に特定都市河川等に指定された六角川流域の武雄市において、（株）ホンダカーズ中央佐賀は、
ショールームや整備工場等の店舗に併設して、カフェや雨水貯留機能を兼ね備えた公園を整備※。

○公園の真ん中をすり鉢状に掘り下げ、約1,120m3（25mプール約３個分）の雨水貯留が可能。
○イベント等での利用を通じて、市民の憩いの場としての活用も期待されている。

位置図

▲写真：ホンダカーズ中央佐賀のSNS（Instagram）から引用

令和7年8月10日 雨水貯留状況

令和７年４月２４日オープン！

イベントの様
子 「19、21年と3年間で2度の水害に遭っ

て以来、命と暮らしを守ることを重点
施策にしてきた。まちづくりは行政と企
業、市民が一体となることで実現する。
アソビバの完成をとても喜んでいる」

▲写真：ホンダカーズ中央佐賀から提供

▲佐賀新聞社運営のWEBサイト「さがから」より引用

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1450276

武雄市長のコメント

▲写真：ホンダカーズ中央佐賀から提供

R5.3.28 六角川等を特定都市河川指定
（椛島橋より上流（武雄市、嬉野市））

R5.12 ホンダカーズ中央佐賀が、雨水貯留施設を兼
ねた「asobiba」の申請・公表

R7.3.28 六角川流域水害対策計画策定

R7.4.24 「Honda TAKEO Park asobiba」 オープン

Honda TAKEO Park asobiba
※特定都市河川指定後、武雄市独自の奨励金
（雨水貯留浸透施設整備補助金）活用の第一号

【事例】雨水貯留施設の整備による民間事業者の地域貢献 （佐賀県 六角川流域）
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〇あらゆる関係者の協働により、流域治水に資する取組を促進し、ハード・ソフト一体となった事前防災
対策を一層加速化するため、流域治水オフィシャルサポータ制度を令和５年度に創設

○令和７年度においては流域治水オフィシャルサポーターとして１48の企業・団体等が参画

流域治水オフィシャルサポーター制度
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○取組発表

１．「地域防災への取り組み 【24時間防災体制】 」 / 宮坂建設工業株式会社

（内容）

・親子防災教室や地域防災訓練、流域治水講習会などの開催を通じ防災教育への取組

・水防協力団体や「TEC-FORCE予備隊員」への登録などの地域防災への貢献

２．「水害リスクマッピングシステム RisKma 浸水リスクを瞬時にキャッチ！！ 

～流域治水の推進に向けて～」 / 株式会社建設技術研究所

（内容）

・水害リスクマッピングシステム（ RisKma) の一般公開による水災害リスク情報の発信

３．「自動販売機搭載型浸水センサのご提案

～産官学による浸水状況の把握に向けて～」 / 大塚ウエルネスベンディング株式会社

（内容）

・自動販売機の電源・通信設備を活用し、離れた場所に設置された浸水センサと一体的に運用

・自動販売機の収益を浸水センサの維持管理に充当。

４．「気象キャスターによる流域治水の取り組み」 / オフィス気象キャスター株式会社

（内容）

・マイ・タイムライン講演会やお天気魔法教室（子供向け）の開催による防災教育への取組

・所属の気象キャスター・気象予報士が国土交通省から「流域治水アンバサダー」に委嘱、流域治水の取組を発信

５．「地方自治体が発行する水害対策事業を資金使途とした地方債への投資

～水害による家計・企業の損害発生の予防や被害軽減に貢献～」 / 東京海上日動火災保険株式会社

（内容）

・水害対策事業を資金使途とした地方債への投資

・横浜市「浸水レジリエンス債」への投資や三重県「みえグリーンボンド水害レジリエンス枠」への投資の紹介

◯流域治水オフィシャルサポーター同士の交流を促進することで、企業・団体等による流域治水に資する取組の更なる推進を図るために交流
会を開催。（令和６年度に引き続き２回目の開催）

◯事務局からの流域治水の動向に関する話題提供やサポーターからの取組発表、ポスター展示を通じたサポーター同士の自由交流等を通じ、
企業・団体等の流域治水に関する機運醸成が図られた。

交流会の概要

■日 時：令和7年12月3日（水）13:30～17:00

■会 場：ビジョンセンター新橋（東京都）

■参加人数：対面91名、WEB133名

【対面参加内訳】
・サポーター：80名（49企業・団体等）
・国、自治体関係者：11名（5組織）

【WEB参加内訳】
・サポーター：56名（44企業・団体等）
・国、自治体関係者：77名（67組織）

取組発表の様子

ポスター展示/自由交流

事務局ブースの設置

○ポスター展示/自由交流

・36企業・団体等のポスター展示

・WEB参加者に向けたポスター説明

・事務局ブース開設

『令和７年度 流域治水オフィシャルサポーター交流会』を開催
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流域治水オフィシャルサポーターの一覧（令和７年度）
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地方債活用のあらまし 

（留意点） 適正管理の①～⑥全ては公共施設等総合管理計画に基づき行われる事業で、⑥を除き、個別施設計画等に位置付けられた事業が対象。ただし、インフラ長寿命化基本計画において
個別施設計画に記載することとされている事項（対象施設、計画期間、対策の優先順位の考え方、個別施設の状態等、対策内容と実施時期、対策費用）が個別施設計画と同種・類似の
「施設整備計画」や「統廃合計画」等に全て記載されている場合は、個別施設計画を策定しない場合でも、集約化・複合化事業等の対象となる。

（期間）①～⑥は令和８年度まで、⑦、⑧は令和７年度まで、⑨は令和６年度まで

区
分

事業名

対象施設 ※1

参考

地方債措置公共施設
※2

公用
施設社会

基盤
施設

充当率 交付税措置率

適
正
管
理

①集約化・複合化 ○
・ 複数の団体が連携して行う事業や国庫補助事業も対象
・ グラウンド等の非建築物についても、維持管理経費等が減少

すると認められる場合は対象

90％

50％

②長寿命化 ○ ○ 令和４年度から空港施設、ダム（本体、放流設備）を対象に追加

財政力に応じて
30％～50％

③転用
○

他の公共
施設

への転用

○
公共施設
への転用

①との組合せ（集約化・複合化した残りの施設の転用）も可能

④立地適正化 ○
・ 国庫補助事業を補完する事業
・ 国庫補助事業と一体的 に実施する事業

⑤ユニバーサルデザイン化 ○ ○ ○ 庁舎などの公用施設における段差解消やトイレの洋式化も対象

⑥除却 ○ ○ ○ －

防
災
・
減
災
対
策

⑦緊急防災・減災 ○ ○
社会基盤施設のうち、不特定多数の者が利用する施設の耐震化につ
いては対象

100％ 70％⑧緊急自然災害防止対策 ○
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」と連携して行う
単独事業

⑨緊急浚渫推進事業 ○
各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に基づき緊急的に実施
する単独事業

※1 公営企業施設は対象外。
※2 公営住宅は対象外。

対象
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確認及び周知項目

１．流域治水に関する取組について

２．流域治水対策等の主な支援事業集（令和７年４月更新）

３．国土強靭化実施中期計画を踏まえた河川・ダム事業の

「見える化」について
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松山河川国道事務所

0

重信川

東温市
とうおんし

砥部町
とべちょう

松山市
まつやまし

石手川

松前町
まさきちょう

◆総合水系環境整備事業

愛媛県松山市保免地区

〈実施内容〉
管理用通路 L=1,410m
泉永寺橋右岸アンダーパス N=1箇所
和泉橋右岸アンダーパス N=1箇所 等

◆重信川出合地区堤防漏水対策事業

愛媛県松山市出合

〈実施内容〉
堤防漏水対策工 L=180m

◆重信川河道掘削事業

愛媛県松山市出合/伊予郡松前町

〈実施内容〉
河道掘削 V=12千m3

◆重信川松前地区堤防漏水対策事業

愛媛県伊予郡松前町

〈実施内容〉
堤防漏水対策工 L=280m 

◆令和８－９年度重信川維持第１工事

〈実施内容〉
除草・維持工事 一式

◆令和７－８年度重信川維持第２工事

〈実施内容〉
除草・維持工事 一式

◆重信川垣生地区堤防漏水対策事業

愛媛県松山市垣生地区

〈実施内容〉
堤防漏水対策工 L=40m 

河川・ダム事業の「見える化」

◆大川 広域河川改修事業

愛媛県松山市平田町他

〈実施内容〉
護岸工 L=100m 測量設計 一式

◆大川 大規模特定河川事業

愛媛県松山市吉藤町他

〈実施内容〉
測量設計 一式

◆宮前川 広域河川改修事業

愛媛県松山市愛光町

〈実施内容〉
護岸工・斜路工 L=20m 

◆内川 広域河川改修事業

愛媛県松山市古川南

〈実施内容〉
測量設計 一式

◆御坂川 総合流域防災事業

愛媛県松山市上野町

〈実施内容〉
取水堰工 N=1基

◆石手川 総合流域防災事業

愛媛県松山市溝辺町

〈実施内容〉
河道掘削 V=1千m3

◆砥部川 総合流域防災事業

愛媛県伊予郡砥部町高尾田

〈実施内容〉
河道掘削 V=10千m3

◆河川メンテナンス事業

愛媛県松山市

〈実施内容〉
水門・樋門補修

①宮前川放水路防潮水門
〈実施内容〉制御機器更新 一式

②宮前川放水路分流堰
〈実施内容〉警報機更新 一式

③日之出川樋門他７施設
〈実施内容〉測量設計 一式

④国近川筒井水門
〈実施内容〉修繕設計 一式

◆石手川 地域未来交付金事業・

重信川圏域総合流域防災事業

愛媛県松山市柳井町他

〈実施内容〉
河川管理用通路 L=120m 

凡 例
赤：国事業
青：県事業

1
2

3

４

45




